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行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為

　
　
　
～
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
展
開
と
そ
の
検
討
～

は
じ
め
に

　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
各
種
の
申
講
、
届
、

不
服
の
申
立
て
等
、
行
政
法
領
域
全
般
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る

法
的
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
公
権
力
に
由
来
す
る
も
の
で
な

い
故
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
行

政
作
用
論
の
付
随
的
間
題
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

感
は
い
な
め
な
い
。

　
し
か
し
、
行
政
と
私
人
と
の
間
に
形
成
さ
れ
る
法
律
関
係
も
、

行
政
法
学
の
重
要
な
検
討
対
象
で
あ
り
、
特
に
、
行
政
と
私
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
双
方
に
よ
る
協
同
的
な
法
律
関
係
の
形
成
が
行
わ
れ
る
場
合
、

鹿
　
　
子

鳴

仁

一
方
の
主
体
老
た
る
私
人
の
行
為
も
重
要
な
法
的
役
割
を
担
う

も
の
と
し
て
、
そ
の
法
的
性
質
と
適
用
法
理
の
解
明
は
、
看
過

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

　
ま
た
、
現
代
杜
会
に
お
け
る
許
認
可
行
政
の
量
的
増
大
に
よ

り
、
申
請
等
を
介
し
て
、
私
人
が
行
政
手
続
に
関
与
す
る
機
会

が
増
加
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
法
律
が
市
民
に
認
め
る
権
利

の
実
現
は
、
申
請
の
提
出
か
ら
処
分
の
許
否
決
定
に
至
る
一
連

の
手
続
過
程
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
行

政
手
続
へ
の
市
民
の
参
加
、
あ
る
い
は
市
民
の
権
利
の
保
護
と

い
う
観
点
か
ら
も
、
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
関

す
る
研
究
の
意
義
は
、
以
前
に
も
増
し
て
高
ま
っ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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（117〕　行政法関係における私人の行為

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

美
濃
部
博
±
の
「
私
人
の
公
法
的
行
為
」
論
に
始
ま
り
、
田
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

博
士
の
「
私
人
の
公
法
行
為
」
論
に
よ
っ
て
、
そ
の
基
礎
が
形

成
さ
れ
た
が
、
具
体
的
に
は
、
意
思
能
力
、
行
為
能
力
、
意
思

と
表
示
と
の
不
一
致
、
理
疵
あ
る
意
思
表
示
、
代
理
等
の
法
律

問
題
等
に
つ
き
、
主
と
し
て
民
法
規
定
の
適
用
の
可
否
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
問
題
設
定
並
ぴ
に
問
題
解
決
を
民
法
学
に
類

推
を
求
め
る
理
論
構
成
で
進
め
る
と
い
う
方
向
性
は
、
意
思
表

　
（
4
）

示
概
念
の
下
に
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
を
位
置
付

け
、
体
系
的
考
察
を
加
え
る
と
い
う
方
法
論
に
よ
っ
て
決
定
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
思
表
示
概
念
を
基
軸
と
す
る

理
論
の
形
成
に
は
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
の
多
犬
の
影
響
が
着
取

　
　
　
　
　
（
5
）

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
「
私
人
の
な
す
公
法
上
の
意
思
表
示
」

概
念
の
下
に
、
意
思
表
示
・
法
律
行
為
に
関
す
る
民
法
規
定
の

適
用
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

日
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民

法
適
用
論
の
み
に
よ
っ
て
は
、
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の

行
為
に
特
有
の
機
能
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
従

来
の
方
法
論
に
批
判
的
な
見
解
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
批
判
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
わ
が
国
の
議
論

に
お
い
て
も
検
討
に
値
す
る
問
題
提
起
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ

る
。　

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
の

展
開
を
検
討
し
、
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
論
の
間

題
点
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
は
、
法
的
性

格
を
異
に
す
る
各
種
の
行
為
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
包
括
的
検

討
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
た
め
、
第
一
次
的
処
分
の
発
給
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

前
提
と
な
る
私
人
の
行
為
を
題
材
と
し
て
検
討
す
る
。

　
（
1
）
　
幸
o
－
骨
嘗
①
目
丙
昌
鳥
5
冒
①
勾
9
～
ω
申
o
∋
－
雪
o
胃
ω
o
N
邑

　
　
ω
蔓
實
冒
困
冒
o
ま
ω
≧
冨
邑
罵
＜
①
…
芸
目
畠
竃
o
耳

　
　
く
く
o
望
肉
－
｝
o
l
N
0
0
二
竃
〇
一
9
曽
N
い

　
（
2
）
　
美
濃
部
達
吉
「
日
本
行
政
法
上
巻
」
（
一
九
三
六
）
一
七
五

　
　
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
田
中
二
郎
「
私
人
の
公
法
行
為
の
観
念
に
就
い
て
」
法
学

　
　
協
会
雑
誌
五
六
巻
二
一
号
（
一
九
三
八
）
行
政
行
為
論
（
一
九

　
　
五
四
）
所
仮
三
〇
五
頁
以
下
。
そ
の
後
の
主
な
研
究
と
し
て
は
、
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（118〕一橋論叢 第110巻第1号 平成5年く1993年）7月号

南
博
方
「
私
人
の
公
法
行
為
の
観
念
と
適
用
法
理
～
判
例
の
研

究
を
中
心
と
し
て
～
」
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
（
一
九
六

〇
）
、
青
木
康
「
私
人
の
公
法
行
為
に
対
す
る
行
政
手
続
法
的
考

察
」
司
法
研
修
所
創
立
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
二
巻
民
事
編
二

　
（
一
九
六
八
）
所
蚊
、
新
井
隆
一
「
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行

　
為
の
理
論
」
（
一
九
七
三
）
等
。

（
4
）
「
私
人
の
公
法
的
行
為
」
論
に
お
い
て
は
、
「
公
法
上
の
意

思
表
示
」
概
念
が
密
接
に
関
連
す
る
（
美
濃
部
・
前
掲
書
一
八

　
○
頁
参
照
）
。
な
お
「
私
人
の
公
法
行
為
」
論
で
は
、
観
念
の
表

　
示
等
の
精
神
的
作
用
を
も
包
摂
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
田

中
・
前
掲
書
三
〇
七
頁
）
。

（
5
）
　
「
私
人
の
公
法
的
行
為
」
「
私
人
の
公
法
行
為
」
概
念
は
、

　
コ
ー
ル
マ
ン
（
宍
印
二
－
（
o
『
昌
閏
臼
目
）
の
目
ド
＝
↓
印
昌
吋
＝
o
＝
o
目
o
目
げ
－
・

巨
ω
饒
8
チ
8
丙
8
巨
ω
o
目
①
8
サ
蠣
箒
の
概
念
と
の
共
通
性
が
指
摘

　
で
き
る
。

（
6
）
戦
後
の
主
な
研
究
と
し
て
、
O
旨
艘
9
穴
言
訂
亭
o
員

　
冒
①
　
α
饒
8
彗
o
す
・
H
g
巨
饒
o
ま
　
奏
…
①
易
①
寿
憂
；
目
o
目
　
ま
『

　
勺
ユ
く
斗
肩
易
o
貝
｝
鶉
↓
8
～
｝
｛
一
昏
『
－
斗
o
冨
F
岩
s
一
μ
ω
－
べ

　
声
一
宗
鼻
一
冒
①
α
弍
§
；
o
～
①
o
葦
＝
o
訂
ミ
…
g
需
芽
冨
『
冒
①
目

邑
O
巨
ぎ
訂
一
；
｝
胃
＞
斗
一
霊
く
く
異
岩
員
ω
．
竃
蜆
津
∴

　
勺
g
實
宍
蟹
易
9
冒
①
峯
…
①
目
ω
g
巨
腎
冒
胴
宗
ω
ω
胃
潟
易
－
目

　
団
昌
9
9
α
鶉
α
津
8
；
O
訂
目
丙
8
享
9
＜
O
…
＞
『
9
1
岩
昌
一
ω
．

8
↓
声
一
豆
g
雪
；
一
ま
県
o
申
彗
皇
〔
宇
『
g
；
庁
訂
奉
－
一
8
・

器
寿
事
昌
胴
8
く
昌
甲
写
斗
潟
易
冒
員
－
彗
ご
…
団
｝
目

　
ω
o
ブ
目
①
戸
o
胃
＞
葦
s
①
q
－
昌
く
胃
幸
巴
巨
目
困
ω
く
胃
歓
テ
篶
員
H
㊤
o
o
①
．

　
　
な
お
、
承
諾
に
基
づ
く
行
政
行
為
、
双
方
的
行
政
行
為
、
協

　
力
を
要
す
る
行
政
行
為
等
、
行
政
行
為
の
分
類
に
お
い
て
も
私

　
人
の
行
為
が
間
題
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
私
人
の
行
為
が

欠
嵌
し
た
場
合
の
行
政
行
為
の
効
力
が
主
た
る
関
心
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
年
で
は
、
給
付
国
家
に
お
け
る
行
政
の
活
動
形
式

　
と
し
て
、
私
人
の
行
為
を
前
提
と
す
る
行
政
行
為
を
位
置
付
け

　
る
試
み
も
み
ら
れ
る
。
く
邑
勺
胃
昌
目
嘗
α
香
『
9
7
0
い
U
g

＜
o
毫
筆
目
困
窒
ζ
彗
艘
易
巨
昌
ヨ
昌
胴
も
＜
里
」
竃
“
ω
・
雷
H

　
声（

7
）
　
主
に
、
行
政
行
為
の
発
給
を
求
め
る
申
請
が
該
当
す
る
。

　
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
の
議
論
で
は
、
申
請
（
＞
目
苛
鍔
）
と
い
う
場

　
合
、
広
義
に
は
、
（
不
利
益
的
）
行
政
行
為
の
発
給
に
対
す
る
私

　
人
の
同
意
（
N
毒
饒
冒
旨
冒
①
日
）
を
も
含
め
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

　
が
あ
る
。

（
一
）1

つ
つ
、

一
一
私
人
の
な
す
公
法
上
の
意
思
表
示

概
念
の
形
成

意
思
表
示
概
念
は
、
法
律
行
為
概
念
と
密
接
に
関
連
し

一
八
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ッ
私
法
学
に
お
い
て
、
自
然
法
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1119）　行政法関係における私人の行為

理
論
の
下
に
形
成
さ
れ
た
法
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
高
度
な
抽

象
性
故
に
国
法
学
、
行
政
法
学
、
訴
訟
法
学
等
の
公
法
領
域
へ

　
　
　
　
＾
8
）

も
移
植
さ
れ
た
。
特
に
、
国
法
学
の
領
域
に
お
い
て
、
ゲ
ル
バ

ー
、
ラ
i
バ
ン
ト
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
私
法
学
的
方
法
の
採
用

に
よ
る
法
的
構
成
方
法
は
、
行
政
法
学
の
体
系
化
作
業
に
も
受

　
　
（
9
）

け
継
が
れ
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
申
請
等
私
人
の
行
為
は
、

公
法
上
の
意
思
表
示
・
法
律
行
為
概
念
の
下
に
行
政
法
理
論
の

一
部
に
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
公
法
領
域
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
意
思
表
示
・
法
律
行

為
と
し
て
観
念
さ
れ
る
と
の
認
識
は
、
個
別
法
分
野
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

は
比
較
的
古
く
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
行
政
法
総
論
に
お
け
る

体
系
的
位
置
付
け
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
（
丙
彗
｝
宍
昌
昌
φ
彗
）
の
議

論
に
始
ま
る
と
み
て
よ
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
．
コ
ー
ル
マ
ン
の

理
論
で
は
、
私
法
概
念
に
大
幅
に
依
拠
す
る
行
政
法
の
体
系
化

が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
「
公
法
上
の
法

律
行
為
（
君
巨
巨
ω
募
争
9
丙
8
巨
ω
O
目
①
8
轟
津
①
）
」
の
下
位
概

念
と
し
て
、
「
私
人
に
よ
る
公
法
上
の
法
律
行
為
（
邑
g
3
昌
；
・

9
8
君
；
ユ
ω
募
9
9
宛
①
O
津
銘
易
O
憲
津
①
）
」
の
概
念
が
設

　
　
　
　
（
u
）

定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
概
念
の
下
に
、
訴
訟
の
提
起
、
許
認
可
の
申
請
、
国
籍

離
脱
の
届
等
、
公
法
上
の
法
律
関
係
の
発
生
・
変
更
・
消
減
に

向
け
た
意
恩
表
示
を
な
す
各
種
の
私
人
の
行
為
が
包
括
さ
れ
、

か
つ
、
行
政
行
為
と
は
独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
位
置
付

　
　
（
1
2
）

け
ら
れ
た
。

　
法
律
行
為
、
意
思
表
示
の
両
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
民

法
学
に
お
い
て
精
密
な
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ

の
影
響
を
受
け
て
、
一
九
三
一
年
の
ヴ
ユ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
行
政

　
＾
B
）

法
草
案
で
は
、
そ
の
第
三
章
に
お
い
て
、
「
意
思
表
示
」
の
表
題

の
下
、
私
人
が
官
庁
に
対
し
て
な
す
意
思
表
示
に
関
す
る
諸
規

定
が
独
立
し
て
定
め
ら
れ
た
。
右
草
案
（
並
び
に
一
九
三
六
年

の
修
正
草
案
）
が
理
論
や
実
務
に
与
え
た
事
実
上
の
影
響
は
多

　
　
　
　
　
　
（
辿
）

夫
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
私
人
の
な
す
公
法
上
の
意
思
表
示
論
に

お
い
て
は
、
用
語
と
し
て
の
意
思
表
示
の
使
用
が
一
般
化
す
る
。

　
（
二
）
　
民
法
適
用
論

　
－
　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
を
意
思
表
示
概
念

に
よ
り
把
握
す
る
際
に
は
、
私
法
と
の
概
念
的
同
等
性
故
に
、

法
的
評
価
も
私
法
の
規
律
に
服
す
る
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
も
、
「
私
法
上
の
カ
テ
ゴ
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リ
ー
や
専
門
用
語
の
純
粋
に
外
面
的
な
模
倣
と
、
私
法
の
原
則

の
公
法
へ
の
類
推
適
用
の
可
能
性
及
び
そ
の
程
度
の
問
題
と
は
、

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

完
全
に
区
別
さ
れ
る
L
と
す
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
行
為
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

力
に
関
し
て
は
、
「
公
法
上
の
意
思
表
示
の
本
質
（
考
鶉
彗
）
」

か
ら
、
公
法
に
特
別
規
定
が
無
い
限
り
、
私
法
の
規
範
が
類
推

適
用
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
L
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
意
思
表
示

概
念
か
ら
演
緯
的
に
法
の
適
用
を
導
き
出
す
と
い
う
思
考
は
、

民
法
の
適
用
に
比
較
的
制
限
的
な
立
場
を
と
る
論
者
に
も
散
見

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ぱ
、
キ
ュ
ッ
ヘ
ン
ホ
フ
（
o
o
昌
亭
撃

穴
冒
ぼ
亭
亀
）
は
、
公
務
員
の
退
職
申
請
の
効
力
発
生
、
無

効
・
取
消
に
関
し
て
、
「
意
思
表
示
の
法
的
性
質
（
零
o
芋

墨
言
『
）
」
か
ら
私
法
と
異
な
る
原
則
が
適
用
さ
れ
る
必
要
は
な

　
　
（
1
7
）

い
と
す
る
。

　
2
　
意
思
表
示
概
念
が
内
包
す
る
演
縄
的
思
考
に
は
、
既
に

私
法
学
か
ら
も
そ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ぱ
、

フ
ル
ー
メ
（
幸
①
∋
胃
雪
員
馬
）
は
、
「
法
に
と
っ
て
演
縄
法
の

危
険
性
は
、
抽
象
の
下
に
現
象
が
把
握
さ
れ
、
現
象
が
抽
象
概

念
の
考
察
方
法
と
同
様
の
方
法
で
処
理
さ
れ
る
と
い
う
点
に
現

れ
る
。
と
り
わ
け
、
現
象
の
特
殊
性
に
着
目
し
な
い
法
的
な
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

律
が
抽
象
概
念
と
結
合
す
る
場
合
、
そ
の
危
険
性
は
高
ま
る
L

と
し
、
意
思
表
示
概
念
の
使
用
に
注
意
を
促
す
。
フ
ル
ー
メ
の

指
摘
は
、
訴
訟
法
学
に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
法
上
の
意
思
理
論
・
表
示
理
論
を
批
判
し
、

個
々
の
訴
訟
行
為
、
あ
る
い
は
訴
訟
行
為
類
型
に
お
け
る
利
益

状
況
を
解
明
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
（
～
g
害

　
　
　
　
　
（
”
）

＞
鳥
易
）
の
所
説
に
も
同
様
の
思
考
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
論
に
お
い
て
も
、
ク
ラ

ウ
ゼ
（
巾
g
胃
内
冨
易
①
）
は
、
「
公
法
が
、
明
文
の
一
般
規
律
を

欠
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
私
法
に
類
す
る
問
題
解
決
お
よ

ぴ
概
念
設
定
を
行
う
な
ら
ば
、
現
象
を
そ
の
特
有
の
機
能
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
〕

ち
に
お
い
て
見
誤
る
危
険
性
を
生
じ
る
」
と
説
い
て
い
る
が
、

こ
の
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
。

　
3
　
意
思
表
示
概
念
を
通
じ
て
、
民
法
規
定
を
行
政
法
上
の

法
律
関
係
に
類
推
的
に
転
用
す
る
と
い
う
考
察
方
法
嘆
今
世

紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
行
政
法
学
に
お
い
て
広
く
流
布
し
た
も
の
で

（
2
1
）

あ
る
。
類
推
（
適
用
）
の
許
容
性
に
関
し
て
は
、
今
日
で
も
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
し
、
一
般
法
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

（
≧
－
潟
昌
9
尾
内
8
巨
品
＆
與
寿
雪
）
の
み
を
肯
定
す
る
学
説
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l121）　行政法関係における私人の行為

も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
判
例
に
お
い
て
も
、
「
民
法
の

意
思
表
示
に
お
け
る
意
思
の
環
疵
の
規
定
は
、
直
接
な
い
し
間

接
的
に
公
法
へ
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
中
賂
）
私
法

規
定
は
、
そ
れ
が
一
般
法
原
理
の
表
現
と
さ
れ
る
限
り
で
公
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

員
法
関
係
に
も
適
用
で
き
る
」
と
、
明
確
に
類
推
適
用
を
否
定

す
る
例
も
存
在
す
る
。

　
し
か
し
、
類
推
適
用
を
否
定
し
一
般
法
原
理
の
適
用
の
み
を

肯
定
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
公
法
の
従
属
原
理
と
私
法
の
対

等
原
理
の
相
違
か
ら
、
類
推
適
用
の
前
提
た
る
法
的
類
似
性

　
（
宛
8
巨
＄
巨
＝
o
寿
①
ε
を
欠
く
と
し
た
0
・
マ
イ
ヤ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
〕

（
o
暮
o
雪
黛
艘
）
の
見
解
と
同
様
の
間
題
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
公
法
と
私
法
の
相
違
か
ら
、
利
益
状
況
の
相

違
を
推
論
す
る
と
い
う
立
論
は
、
類
似
し
た
事
実
関
係
を
基
準

に
具
体
的
な
利
益
状
況
の
比
較
を
問
題
と
す
る
類
推
の
過
程
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
判
例
理
論
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
、
類
推
お
よ
び

一
般
法
原
理
の
性
質
に
つ
き
、
明
確
な
区
別
を
な
さ
な
い
ま
ま
、

時
に
、
単
に
類
推
適
用
へ
の
疑
念
を
回
避
す
る
た
め
に
一
般
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

原
理
を
用
い
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
4
　
以
上
の
よ
う
に
、
類
推
に
関
し
て
は
、
意
思
表
示
概
念

か
ら
の
演
緯
的
思
考
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
類
推

否
定
論
に
関
し
て
は
、
行
政
法
規
の
侠
欠
補
充
問
題
と
公
法
・

私
法
の
相
違
論
と
の
混
在
を
間
題
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
、
両
論
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
実
関
係
を
基
に
具
体
的
考
察
を

加
え
る
と
い
う
側
面
を
欠
い
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
そ
れ
故
、
従
来
の
概
念
法
学
的
な
民
法
適
用
論
に
対
し
て
は
、

意
思
表
示
概
念
か
ら
も
、
公
法
と
私
法
の
本
質
的
区
別
か
ら
も

具
体
的
な
問
題
解
決
が
導
か
れ
得
な
い
と
し
、
「
論
理
的
な
概

念
操
作
（
o
g
ぎ
昌
肩
；
巨
昌
）
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
利
益
状
況
の
比
較
に
よ
る
価
値
評
価
の
結
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

し
て
解
答
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
利
益
状
況
の
解
明
の
具
体
例
を
、
申
請
の
撤
回
に
関
す
る
議

論
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
つ
て
、
ケ
ン
プ
ラ
ー
（
匡
①
｝
①
斗
宍
①
ヨ
o
饒
艘
）
は
、
B
G

B
第
二
二
〇
条
の
解
釈
か
ら
、
意
思
表
示
の
相
手
方
へ
の
到
達

を
も
っ
て
、
表
示
の
存
続
に
対
す
る
表
意
老
の
責
任
が
基
礎
付

け
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
信
頼
保
護
の
要
請
を
理
由
に
、
申
請
の

行
政
庁
へ
の
到
達
以
後
、
表
意
老
は
、
自
己
の
申
請
に
拘
束
さ
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＾
2
8
）

れ
る
と
結
論
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
の
多
数
は
、
公
法
上
の
意
思
表
示
の

効
力
発
生
と
拘
束
力
発
生
時
期
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
と

し
、
そ
の
根
拠
を
利
益
状
況
の
差
異
、
す
な
わ
ち
、
「
表
意
老
が

意
思
の
変
更
を
な
す
こ
と
を
許
容
し
な
い
よ
う
な
民
法
上
の
意

思
表
示
の
相
手
方
が
有
す
る
保
護
に
値
す
る
信
頼
が
公
法
で
は

　
　
　
（
2
9
）

存
在
し
な
い
」
と
い
う
特
殊
性
に
求
め
る
。

　
表
示
受
領
老
た
る
行
政
庁
に
と
っ
て
、
申
講
等
私
人
の
な
す

表
示
は
、
経
済
的
な
自
由
処
分
の
根
拠
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
く
、
手
続
法
上
の
措
置
に
着
手
す
る
根
拠
を
意
味
す
る
。
故

に
、
少
な
く
と
も
行
政
行
為
が
発
給
さ
れ
る
ま
で
は
、
私
人
の

な
し
た
客
観
的
表
示
内
容
が
確
実
な
も
の
と
し
て
存
続
す
る
こ

と
に
、
行
政
庁
の
利
益
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
撤
回
に
制
限
を
加
え
る
個
別
行
政
法

規
に
つ
い
て
は
、
特
殊
な
利
益
状
況
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、

制
限
の
正
当
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
退
職

申
請
の
提
出
か
ら
二
週
間
経
過
し
た
後
に
撤
回
す
る
場
合
に
は
、

任
用
官
庁
の
同
意
を
要
す
る
と
す
る
連
邦
官
吏
法
（
団
団
Ω
）
第

三
〇
条
は
、
自
由
な
撤
回
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
公
務
の
円
滑

な
継
続
を
要
請
す
る
公
益
へ
の
考
慮
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら

＾
3
0
）

れ
る
。

（
三
）
　
手
続
法
的
側
面

　
－
　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
関
す
る
従
来
の

議
論
が
意
思
表
示
を
中
心
概
念
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
以
上
、

そ
の
法
律
問
題
も
専
ら
実
体
法
上
の
問
題
が
中
心
に
論
じ
ら
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
手
続
法
的
側
面
か

ら
の
検
討
も
徐
々
に
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
既
に
キ
ュ
ヅ
ヘ
ン
ホ
フ
の
理
論
に
お
い
て
、
手
続
法
的
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
1
〕

が
実
体
法
上
の
意
思
表
示
と
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
ハ
ル
ト
マ

ン
（
勺
蕩
ω
暮
｝
胃
け
昌
凹
昌
）
は
、
こ
の
分
類
に
基
づ
き
、
建
築

許
可
手
続
に
お
け
る
隣
人
の
同
意
を
手
続
法
的
表
示
と
位
置
付

け
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
通
常
の
実
体
法
的
表
示
と
は
異
な
る
民

法
の
適
用
が
検
討
さ
れ
、
建
築
許
可
手
続
の
特
殊
性
（
手
続
の

慎
重
性
等
）
や
そ
の
法
的
安
定
性
の
要
請
（
隣
人
は
同
意
す
る

こ
と
に
よ
り
、
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
を
原
則
的
に
提
起
で

き
な
く
な
る
）
を
理
由
と
す
る
撤
回
期
間
の
制
限
が
主
張
さ
れ

　
＾
3
2
）

て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
以
上
の
理
論
に
い
う
手
続
法
的
表
示
と
は
、
あ
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く
ま
で
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
有
す
る
法
的
効

果
の
側
面
に
着
目
し
て
立
て
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
手
続
法
的

効
果
の
み
を
有
す
る
私
人
の
行
為
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
る
。

　
2
　
バ
ド
ゥ
ラ
（
霊
蒜
『
団
邑
冒
凹
）
は
、
協
力
を
要
す
る
行

政
行
為
に
お
け
る
私
人
の
協
力
行
為
に
関
し
て
、
行
政
行
為
発

給
の
実
体
法
的
前
提
た
る
側
面
と
行
政
手
続
の
開
始
・
対
象
・

範
囲
を
決
定
す
る
手
続
法
上
の
側
面
と
い
う
二
面
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

（
害
彗
邑
8
訂
O
訂
『
算
后
『
）
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に

私
人
の
行
為
の
法
的
性
質
自
体
の
検
討
か
ら
、
行
政
法
関
係
に

お
け
る
私
人
の
行
為
を
行
政
手
続
上
に
位
置
付
け
る
試
み
が
な

さ
れ
る
。

　
例
え
ぱ
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
申
請
等
私
人
の
行
為
が
、
単
独
で

は
そ
の
意
図
し
た
法
的
結
果
を
惹
き
起
こ
せ
ず
、
ま
た
、
契
約

に
お
け
る
よ
う
な
規
律
内
容
の
実
質
的
要
素
と
も
な
り
え
な
い

と
い
う
性
質
か
ら
、
む
し
ろ
行
為
の
手
続
的
モ
メ
ン
ト
に
公
法

的
特
色
が
み
ら
れ
る
と
し
、
各
種
の
申
請
を
「
行
政
手
続
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鋤
）

行
為
」
と
し
て
分
類
す
る
。
同
様
に
シ
ュ
ネ
ル
（
冨
彗
饒
目

ω
9
烏
＝
）
も
、
「
公
法
に
お
け
る
表
示
は
、
私
法
と
異
な
り
、
法

的
に
秩
序
立
て
ら
れ
た
手
続
の
要
素
で
あ
る
点
に
特
色
が
求
め

　
　
（
肪
）

ら
れ
る
L
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
は
、
後
に
論
ず
る
よ
う
に
（
本
稿
三

（
二
）
）
従
来
、
単
に
民
法
規
定
の
適
用
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
法
律
問
題
を
行
政
手
続
上
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
と
い

う
方
向
で
の
議
論
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　
3
　
一
九
七
六
年
、
行
政
手
続
法
（
く
尋
＜
δ
）
の
制
定
に
よ

り
、
「
私
人
の
な
す
公
法
上
の
意
思
表
示
」
論
に
お
け
る
論
点
の

い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
立
法
的
解
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　
ま
ず
、
書
面
に
よ
る
申
請
が
い
つ
の
時
点
か
ら
効
力
を
発
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
B
G
B
第
ニ
ニ
○
条

一
項
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
庁
へ
の
到
達
を
も
っ
て

判
断
す
る
と
い
う
の
が
一
致
し
た
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
到

達
と
は
、
杜
会
通
念
上
、
表
示
内
容
を
相
手
方
が
了
知
し
得
る

状
態
に
置
か
れ
た
と
き
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
行
政
手

続
法
第
二
三
条
四
項
お
よ
ぴ
第
三
一
条
一
項
の
解
釈
か
ら
は
、

事
実
上
の
到
達
が
基
準
と
考
え
ら
れ
、
夜
間
や
日
曜
、
祝
祭
日

に
行
政
庁
へ
到
達
し
た
申
請
も
、
そ
の
時
点
か
ら
効
力
を
発
す
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＾
3
7
）

る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
申
請
の
形
式
（
第
一
〇
条
）
、
期
間
（
第
三
一
条
）

等
の
技
術
的
問
題
や
代
理
に
よ
る
申
請
の
提
出
（
第
一
四
条
）

も
行
政
手
続
法
の
解
釈
と
し
て
議
論
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
た
と

い
え
る
。

　
な
お
、
行
政
手
続
法
第
一
二
条
で
は
、
「
行
為
能
力
（
匡
彗
午

巨
畠
臥
学
厨
ぎ
ε
」
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
原
則
的
に
民

法
上
の
行
為
能
力
（
Ω
8
o
豆
津
ω
蟹
巨
o
q
ぎ
5
を
有
す
る
老
に
、

単
独
で
手
続
行
為
を
行
う
能
力
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
同

条
一
項
二
号
で
は
、
未
成
年
老
等
民
法
上
の
制
限
行
為
能
力
老

で
も
、
「
公
法
の
規
定
に
よ
り
行
為
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
老
」
は
、
手
続
行
為
能
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
問

題
に
関
し
て
は
、
従
来
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
未
成
年
老
に

詐
認
可
を
与
え
る
個
別
行
政
法
規
が
、
公
法
上
の
行
為
能
力
を

も
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
て
き
た
（
判
例
で
は
、
民

法
上
の
制
限
行
為
能
力
老
に
運
転
免
許
を
与
え
る
道
路
交
通
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

許
法
（
ω
～
N
o
）
第
七
条
一
項
、
ニ
ハ
歳
以
上
の
外
国
人
に
滞

在
許
可
の
取
得
を
義
務
付
け
る
外
国
人
法
（
＞
易
δ
）
第
二
条

　
（
聖二

項
等
が
問
題
と
さ
れ
た
）
。
行
政
手
続
法
第
一
二
条
の
い
う

「
公
法
の
規
定
」
に
、
い
か
な
る
法
規
が
該
当
す
る
か
は
明
確
で

な
い
た
め
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
一
義
的
な
結
論
を
下
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
手
続
法
上
の
行
為
能
力
に
は
、

行
政
手
続
に
お
い
て
自
已
の
権
利
を
単
独
で
主
張
で
き
る
認
識

能
力
が
要
求
さ
れ
る
以
上
、
許
認
可
の
要
件
た
る
年
齢
へ
の
到

達
か
ら
、
手
続
法
上
の
行
為
能
力
を
直
接
推
論
す
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
（
ω
）

き
な
い
と
の
見
解
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
未
だ
学
説
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
行
行
政
手
続
法
は
、
申
請
等
私
人
の
行
為
に

関
違
す
る
規
律
を
包
括
的
に
規
定
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採

っ
て
い
な
い
の
で
、
申
請
の
撤
回
や
意
思
の
暇
疵
を
理
由
と
す

る
取
消
し
等
、
主
と
し
て
意
思
表
示
・
法
律
行
為
に
係
る
問
題

に
つ
い
て
は
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
）

こ
れ
ら
の
論
点
は
立
法
的
に
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
意
思
の
理
疵
を
帯
び
た
私
人

の
行
為
を
題
材
に
、
民
法
適
用
論
の
進
展
、
並
び
に
手
続
法
的

観
点
か
ら
の
議
論
の
展
開
を
追
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
8
）
く
胴
F
ま
曇
ω
↓
；
・
一
忌
・
與
二
。
・
①
暮
ぎ
宗
一
；
霧

　
　
宗
冨
｝
g
g
轟
①
；
｝
昌
宛
8
巨
9
｝
p
ド
H
．
＝
堅
津
9
H
0
崖
一
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o
o
．
崖
ご
轟
一
ー
ミ
彗
臣
岸
＞
o
睾
L
〕
①
；
o
；
與
；
冒
o
q
ω
昌
9
暮
・

○
サ
①
＜
①
ユ
冨
o
q
二
竃
9
ω
’
竃
声

（
9
）
　
こ
の
点
に
つ
き
、
塩
野
宏
「
オ
ヅ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
行
政

法
学
の
構
造
」
（
一
九
五
二
）
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
1
0
）
　
特
に
、
杜
会
法
領
域
に
お
け
る
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
「
私
人
か

　
ら
発
せ
ら
れ
る
公
法
上
の
意
思
表
示
（
＜
8
肩
一
轟
8
潟
『
－

8
目
o
目
｝
冨
胴
①
ゴ
昌
o
①
α
津
o
葦
－
ざ
す
①
目
峯
彗
彗
窒
『
〆
壷
昌
箏
田
q
①
目
）

　
（
＞
o
o
罵
竃
o
冒
具
冒
o
＞
ま
9
8
ミ
而
易
汗
－
胃
目
目
①
目
一
H
o
o
竃
一
ω
l

　
H
畠
）
」
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
る
。
＜
魁
．
内
凹
ユ
穴
o
∋
量
箏
貝
ω
く
ω
帯
昌
o
雪
H
①
o
＝
房
胴
o
匝
o
ゴ
固
津
・

＝
o
－
⑦
目
ω
冨
與
冨
ζ
9
畠
旨
一
ω
’
曽
（
句
o
籟
p
o
o
戸
o
o
蜆
）
．

（
u
）
　
穴
o
『
昌
凹
目
貝
P
芦
O
二
ω
‘
o
o
．

（
1
2
）
　
内
o
∋
5
昌
P
O
昌
コ
o
昌
o
目
o
①
ぎ
o
ω
邑
后
①
昌
①
ぎ
①
↓
9
尿

○
窃
α
弍
o
鼻
＝
o
｝
①
目
丙
①
o
奉
ω
一
ま
一
＞
昌
一
U
宛
畠
H
ド
ω
．
自
』
．

（
1
3
）
　
く
①
…
と
ε
目
o
日
弩
8
罧
ω
o
己
＝
目
胴
　
富
H
　
ミ
胃
后
昌
一
〕
雪
o
q
．

向
暮
ミ
膏
｛
9
目
鶉
Ω
①
ω
g
8
ω
昌
篶
｝
①
①
目
昌
コ
o
冒
冒
o
q
一
岩
彗
一
向
H
・

墨
昌
昌
暢
訂
己
N
膏
＜
①
；
筆
冒
o
q
宵
8
罧
ω
昌
ま
冒
o
目
昏
『

峯
o
ユ
①
昌
σ
R
四
岩
ω
9

（
1
4
）
　
＜
阻
．
勺
9
胃
六
S
易
ρ
冒
①
ミ
…
－
－
昌
詔
鼻
冨
昌
目
①
自
庄
鶉

　
｝
胃
o
目
①
易
｛
冒
｝
呂
9
o
プ
o
窃
α
弐
①
目
；
o
＝
①
目
宛
8
巨
9
＜
雪
・

峯
＞
s
9
－
彗
p
ω
．
墨
o
o
‘

（
1
5
）
　
宍
o
『
昌
凹
目
貝
ω
湯
8
昌
o
9
『
8
＝
房
胴
①
ω
o
ブ
津
昌
o
＝
①
目

ω
冨
凹
冨
斥
↓
9
H
胃
一
ω
．
㊤
1

（
1
6
）
　
六
〇
昌
冨
昌
ポ
＞
目
自
戸
H
胃
ガ
ω
．
⑩
H
o
．

（
1
7
）
　
Ω
饒
目
；
雪
宍
旨
ゴ
①
亭
o
員
U
庁
α
弐
①
鼻
＝
o
＝
－
昂
o
睾
－
ざ
訂

　
峯
≡
8
粍
寿
壷
2
コ
困
o
胃
勺
『
－
く
斗
潟
島
o
p
句
窃
威
o
～
奉
｝
葦

　
－
良
o
昂
1
－
㊤
g
一
ω
．
ω
曽
‘

（
1
8
）
　
奉
o
ヨ
雪
ヨ
冒
一
ρ
＞
－
后
①
昌
①
ぎ
①
↓
①
－
庄
霧
σ
旨
需
；
・

　
g
8
肉
8
葦
ω
’
｝
p
ド
U
麸
丙
①
o
巨
鍔
窃
o
す
津
F
畠
3
一
ω
1
ω
N
．

　
な
お
、
平
井
宜
雄
「
法
律
行
為
」
川
島
編
「
注
釈
民
法
（
3
）
」

　
（
一
九
七
二
）
所
収
第
四
章
も
ド
イ
ツ
に
お
け
る
意
思
理
論

　
（
奉
…
8
ω
o
o
①
q
目
印
）
に
関
し
て
示
唆
に
富
む
。

（
1
9
）
　
＜
o
胃
－
．
、
9
雪
＞
冨
目
9
幸
昌
o
目
血
昌
畔
目
o
q
①
＝
〕
9
勺
”
ユ
o
苧
印
亨

　
邑
E
冒
胴
①
コ
｛
昌
N
写
自
肩
富
①
籟
一
H
畠
o
〇
一
ω
1
宣
－

（
2
0
）
　
六
S
o
ω
9
芦
P
O
二
ω
．
ω
o
o
．

（
2
1
）
　
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
意
思
表
示
概
念
の
演
緯
思
考
に
よ
り
発
表

　
さ
れ
た
類
推
文
献
を
疑
わ
し
き
例
と
し
て
多
数
列
挙
し
て
い
る
。

＜
o
q
－
六
『
與
目
8
一
p
団
．
o
二
ω
‘
ω
o
H
．

（
2
2
）
　
■
■
屋
勺
9
R
9
■
①
亨
庁
目
o
巨
o
①
H
＜
①
毫
巴
ε
冒
①
q
㌧
竃
9
ω
．

　
岩
3
＞
潟
戸
頸
．
”
．
o
＝
ω
．
N
0
9

（
2
3
）
　
O
＜
Ω
竃
旨
阻
昌
一
C
H
け
く
－
o
o
－
H
ド
H
㊤
胃
一
＜
丙
血
肩
．
蜆
＼
蜆
o
。
一

　
①
o
・
な
お
、
類
推
適
用
・
般
法
原
理
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
に

　
つ
い
て
は
、
＜
o
q
F
勾
ユ
①
o
ユ
o
＝
ω
o
＝
団
ぎ
＝
＞
目
巴
o
o
q
庁
．
．
畠
目
o

　
…
＜
①
尋
①
目
o
＝
冒
①
q
＞
＝
町
目
⑭
冒
①
ぎ
o
『
丙
g
葦
ω
①
司
①
匝
閏
目
斥
①
目
．
、
σ
9
す
胃

　
＞
冨
富
＝
目
コ
o
目
く
o
箏
－
島
o
斥
⑦
目
ぎ
o
①
目
z
o
『
昌
昌
庄
①
ω
＜
雪
－

　
峯
巴
ε
目
o
q
ω
『
8
睾
9
｝
鶉
房
o
干
奉
曽
『
－
印
口
貝
－
漫
o
〇
一
ω
．
N
ぎ
｛
1

125



1126）橋論叢　第110巻　第1号 平成5年（1993年）7月号

（
2
4
）
　
O
饒
o
竃
與
く
胃
一
〇
〇
暮
窒
＝
①
ω
く
o
『
睾
国
冒
目
目
①
q
胃
①
o
＝
一
一
ω

　
＞
ζ
声
二
竃
戸
ω
」
ミ
声

（
2
5
）
　
ω
9
芙
も
．
φ
．
◎
二
ω
．
M
富
声
一
…
己
o
具
臼
－
印
1
◎
1
一
ぎ
声

（
2
6
）
　
竃
巨
序
－
も
』
．
◎
。
o
o
。
ぎ
－
な
お
、
類
推
お
よ
ぴ
一
般
法

　
原
理
の
論
説
と
し
て
は
、
奏
－
■
Ω
彗
ω
・
幸
畠
訂
－
昌
O
彗
與
ユ
9

　
豆
o
向
鶉
オ
后
－
巨
目
困
く
o
目
－
自
o
斥
呂
－
目
o
①
需
冨
一
畠
震
一
ω
．
N
』

声
わ
が
国
で
は
、
石
田
穣
「
法
解
釈
学
の
方
法
」
（
一
九
七
二
）

　
三
六
頁
以
下
に
詳
細
な
論
及
が
あ
る
。

（
2
7
）
　
宍
S
易
9
団
－
讐
O
’
ω
1
ω
ε
．

（
2
8
）
雪
雪
9
算
六
①
昌
忌
P
－
ω
二
－
ω
o
ぎ
亀
雪
；
9
冒

　
丙
8
巨
彗
峯
雪
ま
彗
“
z
－
ミ
ー
o
雷
一
ω
1
岩
呂
－
な
お
、
申
請

　
は
、
契
約
の
締
結
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由

　
に
、
B
G
B
第
一
四
五
条
に
よ
る
理
由
付
け
は
避
け
ら
れ
て
い

　
る
。

（
2
9
）
　
～
9
胃
六
『
彗
竃
も
．
凶
．
O
。
ω
．
ω
胃
．
同
旨
の
も
の
と
し
て
、

　
…
印
斗
巨
ω
o
す
目
o
戸
U
昌
＞
葦
H
凹
胴
－
昌
く
①
…
』
巨
目
胴
肋
く
艘
武
・

　
～
8
二
竃
9
ω
」
旨
∴
；
巳
α
①
F
四
一
凹
1
◎
1
一
ω
」
s
｛

（
3
0
）
　
－
≦
巨
o
①
一
凹
．
凹
．
O
二
ω
．
；
↓
－

（
3
1
）
　
宍
暮
す
①
｝
o
員
｝
凹
く
く
里
」
畠
o
〇
一
ω
』
ミ
一
た
だ
し
、
キ
ュ

　
フ
ヘ
ン
ホ
フ
の
「
手
続
法
的
表
示
」
と
は
、
専
ら
訴
訟
法
上
の

表
示
の
み
が
観
念
さ
れ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
勺
鶉
ω
彗
＝
胃
一
∋
彗
貝
N
膏
ミ
｛
o
①
冒
冒
雲
9
斤
①
岸
冒
目
o

　
＞
目
守
o
－
己
〕
印
『
斤
o
津
く
o
目
α
饒
o
目
巨
ざ
干
【
①
o
＝
自
ざ
＝
o
8
奉
＝
7
目
ω
①
『
．

　
斥
壷
昌
目
胴
昌
…
目
｝
9
名
匡
宗
『
z
篶
＝
一
〕
胃
冒
蒜
易
o
マ
鼻

　
胴
o
昌
．
＞
『
け
き
困
φ
く
｝
〇
一
b
0
く
－
竃
9
ω
一
〇
〇
声

（
3
3
）
　
勺
9
胃
｝
閏
o
胃
戸
U
胃
昌
津
ミ
ー
H
斤
＝
目
窃
σ
＆
旨
ま
o
目
o
＜
胃
・

　
峯
巴
ε
目
①
q
蟹
ζ
∋
岸
訂
5
9
①
目
宗
『
＞
畠
顯
O
目
P
旨
ω
岩
竃
一
ω
一

　
－
8
．

37　36　35　34

宍
s
易
9
閂
－
印
．
o
’
ω
．
畠
㊤
一
ω
量
．

ω
＝
g
＝
一
凹
一
螂
一
〇
＝
ω
一
曽
ω
一

汽
冨
易
9
P
芦
O
－
一
ω
．
畠
ご
峯
巳
ま
F
芦
凹
1
◎
．
一
ω
1
違
．

ω
9
篶
戸
凹
．
p
o
二
ω
」
冒
｝
∴
＝
彗
ω
・
d
婁
①
d
ユ
g
ω
g
一

　
－
『
向
ユ
o
訂
昌
＼
竃
胃
8
富
一
＞
－
后
①
昌
9
冨
ω
く
①
；
邑
ε
冒
o
目
宵
9

　
｝
戸
㊤
．
＞
E
P
岩
竃
一
ω
1
曽
ω
．

（
3
8
）
　
｝
ξ
く
O
戸
＜
雰
肩
・
o
＼
ω
o
。
㎝
一
ω
o
。
べ
い
（
未
成
年
老
の
事

　
例
）
、
｝
＜
o
；
、
9
竃
U
宛
岩
竃
＼
宣
ド
（
禁
治
産
老
の
事
例
）
に

　
お
い
て
、
い
ず
れ
も
、
道
路
交
通
免
許
法
第
七
条
一
項
を
公
法

上
の
行
為
能
力
に
関
す
る
規
定
と
判
断
し
た
。

（
3
9
）
　
外
国
人
法
第
二
条
二
項
を
行
政
手
続
法
第
一
二
条
の
い
う

公
法
上
の
規
定
と
解
し
た
判
例
と
し
て
、
穴
o
思
『
＝
貝
z
－
ミ

H
竃
o
。
一
ω
・
匿
串
こ
れ
を
否
定
す
る
判
例
と
し
て
は
、

　
｝
嵩
o
－
9
o
o
＜
H
竃
p
ω
．
竃
ユ
団
＜
①
；
ρ
U
◎
＜
ε
o
0
N
一
ψ

　
』
s
戸
U
o
＜
H
o
o
o
9
ω
．
s
べ
－

（
4
0
）
　
竃
匡
庄
具
凹
－
凹
．
O
‘
ω
1
宝
弐
一
ω
9
鳥
戸
凹
．
P
O
：
ω
一
塞

津
■
な
お
、
道
路
交
通
免
許
法
第
七
条
二
項
が
、
同
条
第
一
項
の

年
齢
に
達
し
な
い
者
に
も
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
れ
ぱ
免
許
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を
与
え
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
同
条
第
一
項
を
公
法
上
の

　
行
為
能
力
規
定
で
あ
る
と
推
論
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
ら
れ

　
る
（
こ
れ
は
、
右
の
未
成
年
者
の
事
例
で
判
例
が
と
っ
た
理
由

　
付
け
で
あ
る
）
。

（
仙
）
　
行
為
能
力
の
間
題
に
つ
い
て
も
、
民
法
の
規
定
が
ど
の
程

度
妥
当
す
る
か
は
、
な
お
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

　
し
、
例
え
ぱ
、
単
に
利
益
を
受
く
ぺ
き
行
為
に
つ
き
、
未
成
年

　
者
に
完
全
な
行
為
能
力
を
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続

　
に
お
け
る
個
々
の
行
為
の
意
味
は
、
手
続
全
体
と
の
連
関
に
お

　
い
て
最
終
的
に
判
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
B
G
B
第

　
一
〇
七
条
の
適
用
に
は
、
批
判
的
な
見
解
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

＜
o
q
F
ω
o
＝
目
①
戸
凹
．
凹
l
O
－
一
ω
一
σ
N
〔

一
一
一
意
思
の
理
疵
を
帯
ぴ
た
申
請
に
関
す
る
議
論

（
一
）
　
民
法
規
定
の
適
用
の
前
提
問
題

　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
錯
誤
に
基
づ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ω
）

あ
る
い
は
詐
歎
・
強
迫
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
、
通
説
は
、
B

G
B
第
一
一
九
条
以
下
（
意
思
表
示
の
取
消
規
定
）
の
適
用
に

よ
り
解
決
を
図
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
リ
ン
グ
（
雪
彗
守
＆
ω
⊆
旨
轟
）
は
、
民

法
規
定
の
一
般
的
な
適
用
の
肯
定
は
極
端
で
あ
る
と
し
、
授
益

的
な
行
政
行
為
を
求
め
る
申
請
の
場
合
、
給
付
決
定
以
前
に
お

い
て
は
申
請
の
撤
回
が
可
能
で
あ
り
、
給
付
決
定
後
に
お
い
て

も
給
付
内
容
の
放
棄
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
、
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
侶
）

規
定
の
適
用
を
考
慮
す
る
必
要
の
な
い
旨
を
指
摘
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
民
法
の
適
用
が
実
質
的
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
申
請

に
応
じ
て
発
給
さ
れ
た
行
政
行
為
が
、
私
人
に
継
続
的
な
義
務

を
課
す
も
の
か
、
あ
る
い
は
私
人
の
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
な
お
、
意
思
の
暇
疵
を
帯
ぴ
た
申
請
に
基
づ
き
発
給
さ
れ
た

行
政
行
為
は
、
行
政
法
上
の
争
訟
手
段
に
よ
り
除
去
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
以
上
、
民
法
上
の
取
消
権
は
、
原
則
的
に
、
撤
回
が

不
可
能
と
な
る
行
政
行
為
の
発
給
時
か
ら
不
可
争
性
の
発
生
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
）

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為

に
固
有
の
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、
更
に
、
表
示
関
与
者
の
利

益
の
視
点
か
ら
私
人
の
行
為
を
類
型
化
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
民

法
適
用
の
制
限
を
主
張
す
る
議
論
が
あ
り
、
以
下
に
こ
れ
を
検

討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
二
）
　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
類
型
化
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ー
　
キ
ュ
ヅ
ヘ
ン
ホ
フ
は
、
意
思
表
示
の
法
的
効
果
、
特
に

法
益
関
与
老
の
特
定
性
、
不
特
定
性
の
区
別
か
ら
、
公
法
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

意
思
表
示
を
三
類
型
に
分
類
し
、
法
の
適
用
を
論
じ
た
。

　
第
一
類
型
は
、
特
定
の
相
手
方
に
向
け
ら
れ
、
か
つ
、
表
示

に
直
接
関
与
し
た
老
の
間
に
の
み
法
的
効
果
が
発
生
す
る
も
の

で
、
公
務
員
法
上
の
退
職
の
申
請
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
類
型

は
、
申
請
老
に
一
定
の
法
的
地
位
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ

く
事
業
活
動
等
に
よ
り
、
直
接
の
表
示
関
与
老
以
外
に
も
事
実

上
の
効
果
が
波
及
す
る
も
の
で
、
保
健
医
（
宍
蕩
ω
8
嘗
け
）
の
認

定
申
請
が
そ
の
例
と
さ
れ
る
。
第
三
類
型
は
、
意
思
表
示
の
結

果
、
法
的
効
果
が
行
政
行
為
を
通
じ
て
、
直
接
か
つ
一
般
公
共

に
対
し
て
発
生
す
る
も
の
で
、
営
造
物
の
一
般
私
用
権
を
基
礎

付
け
る
公
物
指
定
の
同
意
（
ミ
ー
ま
冒
①
q
ω
豊
邑
昌
昌
昌
o
q
）
が

そ
の
例
と
さ
れ
る
。

　
以
上
の
類
型
に
対
し
て
、
民
法
の
取
消
規
定
は
第
一
類
型
に

の
み
肯
定
さ
れ
、
第
二
、
第
三
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
　
一
般
公

共
の
信
頼
保
護
の
必
要
性
か
ら
、
民
法
と
は
異
な
る
取
消
規
律

が
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
商
法
や

労
働
法
で
展
開
さ
れ
た
取
引
の
安
全
性
（
く
胃
ぎ
～
色
争
①
『
・

訂
5
の
要
請
に
よ
る
表
示
理
論
が
行
政
法
に
も
妥
当
す
べ
き

で
あ
る
と
し
、
法
律
効
果
の
側
面
か
ら
は
取
消
の
遡
及
効
の
制

限
が
、
ま
た
、
構
成
要
件
の
側
面
か
ら
は
錯
誤
を
理
由
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
価
）

取
消
の
排
除
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
キ
ュ
ッ
ヘ
ン
ホ
フ
の
主
張
は
、
表
示
理
論
か

ら
一
体
的
な
結
論
を
導
く
点
で
、
な
お
演
縄
的
な
も
の
で
あ
り
、

表
示
理
論
・
意
思
理
論
（
な
い
し
そ
の
混
合
理
論
）
に
拘
泥
し

　
　
　
　
　
（
〃
）

た
概
念
論
的
性
格
を
な
お
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ミ

デ
ル
は
批
判
的
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　
2
　
法
の
適
用
に
関
す
る
キ
ュ
ヅ
ヘ
ン
ホ
フ
の
結
論
で
は
、

第
二
、
第
三
類
型
が
同
列
に
論
じ
ら
れ
た
が
、
ミ
デ
ル
は
、
両

類
型
に
お
け
る
申
請
老
と
一
般
公
共
の
利
益
対
立
は
異
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

の
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
相
違
を
指
摘
し
た
。

　
第
二
の
類
型
に
お
い
て
、
一
般
公
共
は
、
保
健
医
や
弁
護
士

の
な
し
た
法
的
行
為
が
、
申
請
の
取
消
以
後
も
有
効
に
存
続
す

る
点
に
利
益
を
有
し
、
保
健
医
等
の
地
位
が
将
来
に
向
け
て
存

続
す
る
こ
と
ま
で
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

取
消
の
制
限
は
遡
及
効
の
制
限
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
れ
ば
十
分

で
、
（
錆
誤
、
詐
歎
・
強
追
の
）
構
成
要
件
の
区
別
に
よ
る
制
限
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は
不
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
他
方
、
第
三
の
類
型
に
お
い
て
は
、

営
造
物
使
用
権
が
将
来
に
向
け
て
存
続
す
る
こ
と
に
一
般
公
共

は
利
益
を
有
し
て
お
り
、
同
意
老
と
一
般
公
共
と
の
間
に
は
、

明
白
な
利
益
対
立
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
、
両
者
の
利
益
考
量

が
必
要
と
な
る
が
、
表
示
関
与
老
の
利
益
調
整
の
基
準
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

「
個
々
の
動
機
決
定
過
程
の
有
責
性
」
に
求
め
る
と
の
一
般
法

原
理
か
ら
、
錆
誤
を
理
由
と
す
る
取
消
は
、
原
則
と
し
て
排
除

　
　
　
　
（
5
0
）

さ
れ
る
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ミ
デ
ル
の
議
論
は
、
利
益
状
況
の
区
別
に
基

づ
き
、
効
力
（
遡
及
効
）
と
構
成
要
件
の
側
面
に
お
け
る
民
法

適
用
の
制
隈
を
区
別
す
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
キ
ュ
ヅ
ヘ
ン
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

フ
よ
り
も
細
分
化
さ
れ
た
類
型
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
一
般
公
共
・
第
三
者
の
信
頼
利
益
か
ら
民
法
適
用
の
制

限
を
導
く
点
で
、
両
考
は
共
通
の
論
理
構
成
を
と
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
る
。

　
第
一
に
、
第
三
老
の
信
頼
利
益
保
護
の
要
請
か
ら
、
意
思
表

示
の
取
消
の
遡
及
効
の
否
定
が
導
か
れ
る
と
す
る
理
論
に
つ
い

て
は
、
取
消
の
遡
及
効
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
行
為
は

違
法
と
な
る
の
で
あ
り
、
一
般
に
、
第
三
老
の
信
頼
利
益
は
、

行
政
行
為
の
違
法
・
無
効
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

問
題
で
あ
る
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
取
消
は
、
表
意
者
の
有
責
性

と
い
う
観
点
か
ら
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
有
責
性

の
評
価
に
関
し
て
は
以
下
に
述
べ
る
ご
と
く
、
行
政
法
上
の
法

律
関
係
に
固
有
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。

　
（
三
）
　
公
権
力
の
援
助
義
務
（
黒
苛
昌
冒
o
q
名
繧
o
巨
）

　
ー
　
ク
ラ
ウ
ぜ
は
、
行
政
庁
と
市
民
（
申
請
老
）
の
関
係
に

は
、
私
法
上
の
意
思
表
示
に
お
け
る
表
意
者
、
表
意
受
領
者

（
典
型
的
に
は
、
売
買
契
約
の
当
事
老
）
の
間
に
生
じ
る
よ
う
な

利
益
対
立
が
存
在
し
な
い
点
に
公
法
上
の
意
思
表
示
の
特
殊
性

を
求
め
る
。

　
こ
の
利
益
対
立
の
不
存
在
か
ら
、
「
市
民
を
錯
誤
か
ら
解
放

し
、
市
民
に
与
え
ら
れ
た
権
利
主
張
の
機
会
を
最
適
に
利
用
さ

　
　
　
　
　
（
鴉
〕

せ
る
」
援
助
義
務
が
行
政
庁
に
課
せ
ら
れ
る
と
す
る
。
結
果
的

に
援
助
義
務
が
解
怠
さ
れ
れ
ぱ
、
市
民
は
、
職
務
責
任
違
反
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
、
あ
る
い
は
原
状
回
復
請
求
を
す
る
こ
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と
が
可
能
と
な
る
が
、
こ
の
点
で
、
「
援
助
義
務
違
反
は
、
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
）

の
理
疵
を
手
続
上
の
暇
疵
へ
と
転
換
す
る
」
と
い
う
意
義
が
認

め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
義
務
は
、
単
に
不
履
行
の
際
の
事
後
的
な
権

利
救
済
の
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、
「
協
力
を
要
す
る
行
政
行

為
・
公
法
上
の
契
約
に
お
け
る
意
思
の
暇
疵
を
い
か
な
る
方
法

　
　
　
　
（
5
5
）

で
回
避
す
る
か
」
に
第
一
の
意
義
が
置
か
れ
て
い
る
。
故
に
、

申
請
提
出
時
の
理
疵
の
補
正
指
導
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
申

請
内
容
の
解
釈
、
申
請
の
理
疵
の
治
癒
・
転
換
等
を
通
じ
て
、

手
続
の
終
結
ま
で
援
助
義
務
が
作
用
し
続
け
る
と
す
る
。
例
え

ぱ
、
申
請
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
「
市
民
に
最
も
利
益
と
な
る
原

則
（
勺
ユ
冒
骨
O
R
冒
9
ω
亭
①
管
易
一
－
管
長
宗
ω
団
暮
①
目
①
易
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

が
援
助
義
務
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

解
釈
原
則
は
、
杜
会
法
治
国
家
原
理
か
ら
根
拠
付
け
ら
れ
る
と

さ
れ
、
私
法
に
お
け
る
意
思
表
示
の
解
釈
と
比
較
し
て
、
信
義

則
は
か
な
り
の
程
度
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
る
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ぜ
の
所
説
は
、
意
思
の
理
疵
に
関

す
る
実
体
法
上
の
問
題
領
域
に
対
し
て
、
手
続
法
上
の
観
点
か

ら
、
理
疵
の
発
生
を
予
防
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
従
来
の
民

法
適
用
論
が
専
ら
表
示
の
拘
束
力
の
除
去
を
問
題
と
し
て
き
た

こ
と
に
対
し
て
、
申
請
権
お
よ
び
申
請
内
容
の
保
護
と
い
う
観

点
か
ら
の
問
題
提
起
を
含
む
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
ク
ラ
ウ
ぜ
は
、
「
自
由
な
撤
回
と
援
助
義
務
に
よ
っ

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

て
、
錯
誤
の
問
題
は
、
か
な
り
の
程
度
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
程
度
・
態
様
の
意
思
の
暇
疵
に
対

し
て
、
公
権
力
は
援
助
義
務
を
負
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
明
確
な
基
準
は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
杜
会
法
領
域
の
間
題

を
念
頭
に
、
援
助
義
務
の
妥
当
範
囲
は
、
比
較
的
広
く
理
解
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
公
権
力
の
援
助
義
務
は
、
行
政
手
続
法

　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

（
く
ミ
く
δ
）
第
二
五
条
に
明
文
化
さ
れ
、
実
定
法
の
解
釈
問
題

と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
2
　
行
政
手
続
法
第
二
五
条
一
文
で
は
、
「
明
白
な
過
誤
」
に

よ
り
な
さ
れ
た
申
請
に
対
し
て
、
官
庁
に
助
言
義
務
が
発
生
す

る
と
さ
れ
、
明
白
性
と
い
う
要
件
が
基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
。
明
白
な
過
誤
と
は
、
平
均
的
職
員
の
知
識
・
行
動
を
基
準

と
し
、
単
に
視
覚
上
認
識
し
得
る
誤
記
の
み
な
ら
ず
、
合
理
的

推
論
や
職
権
に
よ
る
調
査
で
知
り
得
る
も
の
を
も
含
む
と
解
さ
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＾
5
9
）

れ
て
い
る
。
故
に
、
詐
歎
・
強
迫
、
錯
誤
（
い
わ
ゆ
る
動
機
の

＾
6
0
）

錯
誤
も
含
む
）
と
い
っ
た
暇
疵
の
態
様
に
か
か
わ
ら
ず
、
助
言

義
務
の
発
生
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
法
成
立
以
後
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
法
の
規
定
に
即
し

て
、
意
思
の
理
疵
を
帯
び
た
申
請
の
問
題
を
検
討
す
る
議
論
が

み
ら
れ
る
。

　
シ
ュ
ネ
ル
（
旨
～
ま
8
ω
〇
一
旨
①
ε
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る

行
政
庁
と
申
請
考
の
利
益
状
況
の
分
析
を
通
じ
て
、
明
白
な
暇

疵
を
帯
ぴ
た
申
請
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
行
政
庁
と
申
請
老
と
の
間
に
は
、
ク
ラ
ウ
ぜ
の
所
説

の
、
こ
と
く
私
法
上
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
利
益
対
立
は
存

在
し
な
い
が
、
申
請
の
処
理
に
係
る
各
種
の
手
続
行
為
に
着
手

す
る
た
め
の
確
実
な
根
拠
を
行
政
庁
は
必
要
と
し
、
し
た
が
っ

て
、
法
的
明
確
性
（
宛
8
罧
巨
弩
ぼ
ε
の
利
益
が
申
請
老
の
利

　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

益
と
対
立
す
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
こ
の
両
利
益
の
調
整
は
、
表
示
に
対
す
る
有
責
性
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
る
が
、
意
思
の
理
疵
を
帯
ぴ
た
申
請
と
い
え
ど
も
、

申
請
者
の
自
己
責
任
に
よ
っ
て
法
的
明
確
性
の
利
益
が
優
先
さ

れ
、
原
則
的
に
表
示
内
容
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

明
白
な
暇
疵
を
帯
び
た
申
請
の
場
合
は
、
行
政
手
続
法
第
二
五

条
の
助
言
義
務
に
よ
り
、
行
政
庁
も
「
そ
の
表
示
に
対
し
て
共

同
責
任
（
竃
岸
＜
撃
彗
尋
o
ユ
冒
①
q
）
を
負
い
、
そ
れ
は
、
申
講
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
3
）

の
自
己
責
任
を
軽
減
さ
せ
る
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
と
す

る
。

　
ま
た
、
明
白
な
暇
疵
を
帯
ぴ
た
申
請
の
効
力
に
つ
い
て
は
、

民
法
と
異
な
る
処
理
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

民
法
上
は
、
明
白
な
理
疵
を
帯
ぴ
た
意
思
表
示
も
一
応
有
効
な

も
の
と
し
て
存
続
し
、
た
だ
、
相
手
方
が
意
思
の
理
疵
を
知
り
、

又
は
知
り
得
べ
か
り
し
場
合
、
相
手
方
は
損
害
賠
償
の
請
求
を

な
し
得
な
い
と
い
う
処
理
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
利
益
調
整
の
手
法
は
、
行
政
手
続
に
は
適
合
し
な
い
と

し
、
明
白
な
理
疵
を
帯
ぴ
た
申
請
は
（
申
請
者
の
真
意
が
解
明

さ
れ
な
い
限
り
）
、
無
効
（
冒
ま
｝
留
昌
）
と
し
て
処
理
さ
れ
る

　
　
　
（
“
）

べ
き
と
す
る
。

　
更
に
、
明
白
な
暇
疵
を
帯
ぴ
た
申
請
に
基
づ
い
て
行
政
行
為

が
発
給
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
行
政
行
為
は
、
暇
疵
の
重
犬
性
・

明
白
性
の
要
件
（
行
政
手
続
法
第
四
四
条
）
を
満
た
し
、
無
効

と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
、
理
疵
の
重
大
性
は
、
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行
政
手
続
法
第
二
五
条
に
お
け
る
行
政
庁
の
義
務
違
反
、
並
ぴ

に
申
請
が
無
効
（
冒
皇
｝
窪
昌
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
肯
定
さ
れ

る
。
他
方
、
理
疵
の
明
白
性
に
関
し
て
は
、
錆
誤
に
陥
っ
て
い

る
申
請
者
に
と
っ
て
、
行
政
行
為
が
効
力
を
生
じ
る
時
点
（
暇

疵
の
明
白
性
の
判
断
時
）
で
は
、
未
だ
行
政
行
為
の
暇
疵
は
明

白
と
は
い
え
な
い
た
め
問
題
を
生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
申

請
老
の
立
場
を
、
合
理
的
判
断
を
行
う
標
準
人
の
立
場
に
置
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

換
え
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
要
件
も
満
た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
明
白
な
理
疵
を
帯
び
た
申
請
に
関
し
て
は
、

行
政
手
続
法
上
の
処
理
が
可
能
で
あ
り
、
意
思
表
示
の
取
消
に

関
す
る
民
法
規
定
の
適
用
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な

る
。　

な
お
、
シ
ュ
ネ
ル
の
所
説
に
お
い
て
も
、
意
思
の
暇
疵
が
明

白
で
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
、
民
法
規
定
に
よ

る
解
決
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
し
、
そ
の
前
段

階
と
し
て
、
行
政
手
続
法
の
設
け
る
法
制
度
と
し
て
、
再
審
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
6
〕

続
（
第
五
一
条
一
項
三
号
）
等
が
、
解
決
手
段
と
し
て
利
用
さ

れ
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
、
従
来
の
民
法

適
用
論
の
問
題
性
を
指
摘
し
、
行
政
法
に
固
有
の
解
決
手
段
を

ま
ず
追
求
す
る
と
い
う
点
で
、
ク
ラ
ウ
ぜ
と
共
通
の
指
向
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
四
）
　
小
括

　
ド
イ
ツ
の
議
論
の
傾
向
と
し
て
は
、
行
政
法
関
係
に
お
け
る

私
人
の
行
為
の
利
益
状
況
の
特
殊
性
の
考
慮
の
下
に
、
こ
れ
に

即
し
た
解
決
を
図
る
と
い
う
共
通
し
た
志
向
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
こ
の
基
本
的
立
場
か
ら
も
、
大
別
し
て
二
つ
の

議
論
の
方
向
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
は
、
従
来
の
民

法
適
用
論
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で
、
特
に
、
第
三
者
・
一
般
公

共
と
の
利
益
考
量
を
重
視
し
、
民
法
適
用
の
制
限
な
い
し
修
正

適
用
を
図
ろ
う
と
す
る
方
向
で
あ
り
、
他
方
は
、
行
政
手
続
に

お
け
る
行
政
庁
と
私
人
と
い
う
主
体
の
特
有
性
に
主
眼
を
置
き
、

両
老
間
の
利
益
状
況
の
特
殊
性
か
ら
、
民
法
と
は
異
な
る
解
決

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
前
者
の
議
論
に
関
し
て
は
、
提
示
さ
れ
た
私
人
の
行
為
の
類

型
が
、
民
法
適
用
の
判
断
基
準
と
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
点
で
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
し
、
後
者
の
議
論
に
関
し

て
は
、
手
続
法
上
の
解
決
が
意
思
の
理
疵
の
問
題
を
す
べ
て
カ

バ
ー
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
民
法
の
適
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用
問
題
は
、
な
お
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
両
老
い
ず
れ
の
立
場
も
、
従
来
の
民
法
適
用
論
へ

の
批
判
と
し
て
、
基
本
的
な
視
点
を
一
に
し
て
い
る
点
は
、
注

目
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
〃
）
　
雪
－
奉
O
奉
一
＜
①
毫
竺
巨
目
①
日
ω
8
9
二
、
‘
＞
邑
．
し
竃
O
〇
一
ω
．

　
　
s
N
．

　
（
4
3
）
　
竃
彗
オ
＆
｝
目
≡
畠
一
N
昌
軍
凹
需
宗
ω
目
彗
鴨
－
邑
①

　
　
＞
鼻
昌
窃
訂
－
彗
言
轟
ω
冨
き
『
津
尉
8
烹
管
易
一
耐
①
邑
8

　
　
＜
o
…
竺
巨
目
鵯
印
ζ
①
貝
O
O
＜
岩
竃
一
ω
・
ω
葛
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
民
法
の
適
用
は
、
個
別
の
事
例
で
、
撤
回
や
放
棄
が
禁
止
さ
れ

　
　
る
よ
う
な
「
民
法
上
の
意
思
表
示
と
の
明
自
な
同
等
性
（
霊
『
・

　
　
巴
O
－
昌
）
」
が
存
在
す
る
場
合
に
初
め
て
問
題
と
さ
れ
る
と
す

　
　
る
。

　
（
4
4
）
　
行
政
庁
の
誤
っ
た
教
示
等
を
理
由
に
期
限
の
徒
過
の
不
利

　
　
益
が
保
護
さ
れ
る
場
合
は
、
例
外
と
し
て
出
訴
期
間
経
過
後
も

　
　
申
請
の
取
消
が
可
能
で
あ
る
。
く
o
q
F
巨
g
胃
竃
δ
宗
一

　
〇
葭
旨
；
g
・
冨
o
；
＝
o
訂
　
ミ
ー
＝
雪
竃
『
彗
腎
≡
o
q
彗
　
く
昌

　
　
雫
写
斗
潟
易
o
篶
貝
H
竃
ガ
ω
．
－
窒
．

　
（
4
5
）
　
O
自
目
亭
R
宍
賞
9
9
ざ
o
員
冒
①
α
弍
9
昌
9
胃
8
巨
5
訂

　
ミ
…
雪
8
寿
冨
昌
目
O
日
邑
O
享
－
O
訂
巳
ド
訂
『
＞
只
｝
黛
＜
里
－

　
　
岩
蜆
o
〇
一
ω
．
ω
墨
声

　
（
4
6
）
　
宍
言
訂
ま
o
員
　
與
．
凹
．
◎
．
一
ω
1
竃
↓
一
ま
易
．
一
冒
o

　
α
虫
昌
；
o
ぎ
・
『
8
巨
＝
｝
①
　
幸
…
g
ω
胃
＝
腎
冒
o
目
　
ま
『

　
零
ξ
津
潟
易
o
貝
勾
鶉
房
g
『
－
饒
冒
『
■
斗
o
昌
戸
岩
s
一
ω
．
ω
ミ
．

（
4
7
）
表
示
理
論
・
意
思
理
論
自
体
が
有
す
る
概
念
的
性
格
に
つ

　
い
て
の
批
判
と
し
て
、
奏
一
．
＝
”
員
奏
g
8
『
∋
凹
昌
一
里
ま
睾

　
冒
己
＜
邑
＄
岸
事
①
斗
o
握
雪
－
目
宗
H
－
『
斗
…
色
o
孝
9
旨
ω

　
－
違
9
ω
1
－
昌
1

（
4
8
）
　
…
己
宗
F
P
印
．
O
’
ω
．
H
富
－

（
4
9
）
　
竃
巨
註
F
固
－
印
1
0
’
ω
．
H
畠
1

（
5
0
）
　
H
≦
巨
o
①
F
凶
－
印
l
O
二
ω
．
畠
ω
声

（
5
1
）
　
協
力
を
要
す
る
行
政
行
為
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
分
類

　
（
同
意
（
N
畠
巨
昌
昌
冒
o
q
）
と
承
諾
（
∈
鼻
①
…
R
巨
轟
）
）
を
通

　
じ
て
、
次
の
よ
う
な
類
型
を
立
て
る
。
＜
阜
竃
巨
宗
訂
』
．
～

　
ω
一
冨
㊤
一

　
同
意
・
・
ω
純
粋
に
利
益
的
行
政
行
為
（
権
利
の
放
棄
で
解

　
決
）
、
②
義
務
の
付
帯
す
る
授
益
的
行
政
行
為
で
、
（
a
）
権
利
の

放
棄
が
可
能
な
場
合
、
①
第
三
著
・
一
般
公
共
の
利
益
に
影
響

　
が
な
い
場
合
（
権
利
の
放
棄
で
解
決
）
、
②
第
三
老
・
一
般
公
共

　
の
利
益
に
影
響
が
あ
る
場
合
（
取
消
の
遡
及
効
の
制
限
、
た
だ

　
し
権
利
の
放
棄
が
簡
便
）
、
（
b
）
権
利
の
一
方
的
放
棄
が
法
令

　
で
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
（
取
消
の
遡
及
効
の
制
限
）

　
承
諾
・
・
（
錯
誤
に
よ
る
取
消
の
制
限
）

（
5
2
）
　
く
①
q
F
ω
｝
篶
戸
印
．
P
◎
1
一
ω
－
－
蟹
1

（
5
3
）
　
宍
冨
易
9
ミ
昌
雪
ω
§
彗
o
自
色
σ
9
邑
尋
守
ぎ
昌
争
＆
胃
－
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津
釘
g
＜
①
暮
竺
巨
目
①
目
窒
ζ
s
o
邑
α
弍
①
目
彗
g
－
8
9
；
g
g

＜
①
言
曙
昌
一
旨
ω
H
o
§
ω
」
N
ド
援
助
義
務
は
、
杜
会
法
の
領

域
で
最
も
早
期
に
発
達
し
た
が
、
判
例
の
集
積
に
よ
り
行
政
法

　
の
一
般
領
域
に
妥
当
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

判
例
に
お
け
る
形
成
史
と
し
て
は
、
奏
一
．
自
o
曇
o
申
臣
易
o
貝

冒
①
思
豪
邑
＝
o
箒
｝
g
『
g
E
長
名
繧
g
二
目
ま
『
丙
8
津
ω
o
s
・

g
旨
o
q
ま
ω
｝
冒
宗
紹
①
H
葦
肇
o
｛
冒
＝
鶉
｝
≡
守
睾
雪
書
一

一
昌
o
q
m
需
ま
巨
蜆
こ
胃
宴
昌
－
凹
～
σ
g
戸
｝
p
戸
H
㊤
＄
＼
g
ω
．

　
－
竃
声

（
5
4
）
　
宍
冨
畠
①
L
』
I
O
’
ω
．
ト
轟
．

（
5
5
）
　
穴
S
瘍
o
も
』
l
O
’
ω
．
竃
①
1

（
5
6
）
　
示
S
易
9
P
φ
．
O
二
ω
．
お
o
。
・
具
体
例
と
し
て
は
、
老
齢
年

金
申
請
か
ら
就
業
・
生
業
不
能
を
理
由
と
す
る
年
金
申
請
へ
の

　
解
釈
転
換
を
肯
定
し
た
判
例
と
し
て
、
｝
ω
ρ
c
斗
■
＜
．
鼻
F

　
岩
O
O
1
杜
丙
－
ω
O
㎝
＼
叩
㊤
（
｝
『
9
；
豊
』
曾
岩
胃
ω
．
ω
亀
弍
）
1
く
O
q
F

＝
胃
冨
斗
；
o
昌
凹
昌
一
U
胃
勾
8
8
コ
彗
気
轟
＼
9
昌
ま
讐
昌
9

＞
巨
s
①
q
彗
｛
Ω
①
ミ
警
昌
品
o
胃
管
目
堅
窃
一
昌
丙
雪
一
昌
“

ω
o
N
＜
p
岩
胃
一
ω
。
ω
g
声
た
だ
し
、
行
政
庁
に
と
っ
て
申
請

　
の
暇
疵
が
明
白
で
あ
っ
て
も
、
申
請
老
が
表
示
通
り
の
内
容
を

欲
し
て
い
る
か
否
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
、
行

政
庁
は
、
ま
ず
申
請
者
に
そ
の
真
意
を
問
い
合
わ
せ
る
べ
き
で

　
あ
り
、
申
請
人
に
最
も
有
利
と
な
る
解
釈
原
測
を
用
い
る
と
、

申
請
人
の
自
已
決
定
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
も
あ

　
る
。
＜
①
目
－
一
ω
o
ケ
コ
o
＝
一
p
印
一
◎
一
一
ω
一
－
N
ト
一

（
5
7
）
　
宍
『
｝
E
ω
9
顯
．
｝
．
O
’
ω
’
と
N
0
o
．

（
5
8
）
　
助
言
・
情
報
提
供
義
務
（
｝
9
『
ε
目
窃
・
＝
8
0

＞
目
津
…
豪
昌
ざ
；
）
と
し
て
規
定
さ
れ
、
形
式
的
な
暇
疵
の

　
み
な
ら
ず
、
明
ら
か
に
無
目
的
な
申
請
、
あ
る
い
は
申
請
老
の

意
図
に
適
合
し
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

援
助
義
務
の
発
生
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
＜
O
日
F
　
ω
匡
ぎ
易
＼

｝
o
鼻
＼
5
旨
ぎ
鼻
＜
①
妻
葦
冒
鵯
き
弐
芽
8
易
需
器
鼻
N
．

＞
自
～
H
竃
“
ω
』
寄
．

（
5
9
）
　
く
笹
．
ω
言
寿
①
易
＼
｝
o
目
斥
＼
－
8
目
チ
胃
♀
凹
．
與
．
O
’
ω
一
S
蜆
．

（
6
0
）
　
民
法
学
と
同
様
に
、
私
人
の
な
す
公
法
上
の
意
思
表
示
論

　
に
お
い
て
も
、
動
機
の
錯
誤
は
、
全
く
考
慮
さ
れ
な
い
の
か

　
（
宍
胃
尿
昌
ざ
肉
α
多
o
胃
丙
8
一
①
轟
g
轟
①
目
ゴ
宗
『
需
詔
旨
苧

｝
昌
　
丙
昌
↓
昌
き
易
ざ
訂
昌
目
胴
　
巴
匝
　
ミ
≡
雪
器
寿
蚕
昌
目
堕

ω
o
N
＜
p
－
竃
9
ω
』
）
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
外
部
に
認
識

　
し
得
る
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
考
慮
さ
れ
る
（
穴
s
易
9
p
p

◎
・
一
ω
。
ω
鵠
）
か
は
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

（
6
1
）
　
ω
9
篶
＝
L
．
P
◎
．
一
ω
」
竃
い

（
6
2
）
　
ω
9
竃
＝
る
・
P
O
、
一
ω
、
旨
ω
．
自
己
貴
任

　
（
留
亭
g
き
昌
暮
ミ
o
4
昌
困
）
の
原
理
に
関
し
て
は
、
ミ
デ
ル
の

所
説
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
本
稿
二
（
二
）
2
参
照
。

（
6
3
）
　
ω
9
烏
芦
印
－
P
O
’
ω
．
ミ
蜆
．

（
ω
）
　
ω
g
鳥
二
も
．
印
．
o
＝
ω
．
－
旨
し
睾
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（
6
5
）
　
ω
9
篶
目
も
』
1
◎
．
一
ω
」
曽
津
．

（
6
6
）
　
ω
争
冒
－
－
も
．
2
0
二
ω
、
H
窒
声
行
政
手
続
法
第
五
一
条
一

項
三
号
に
よ
り
、
民
事
訴
訟
法
（
N
～
◎
）
第
五
八
○
条
の
規
定

　
す
る
再
審
理
由
が
与
え
ら
れ
る
場
合
、
手
続
関
与
人
、
あ
る
い

　
は
行
政
庁
に
よ
り
詐
歎
・
強
迫
等
の
行
為
を
受
け
た
場
合
に
再

審
の
途
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
行
政
手
続
法
第
四

　
八
条
の
職
権
に
よ
る
行
政
行
為
の
取
消
規
定
も
、
裁
量
の
零
収

　
縮
に
よ
り
、
行
政
行
為
の
名
宛
人
に
行
政
行
為
の
取
消
を
求
め

　
る
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

　
以
上
の
よ
う
な
行
政
手
続
法
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
解
決
さ
れ

　
る
意
思
の
暇
疵
の
問
題
は
、
か
な
り
限
定
的
な
も
の
と
な
る
こ

　
と
は
否
定
で
き
な
い
。

四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
私
人
の
な
す
公
法
上
の
意
思

表
示
」
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
主
と
し
て
、
意
思
表
示
概
念
に

起
因
す
る
諸
々
の
問
題
性
を
指
摘
し
、
そ
の
理
論
的
な
検
討
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　
行
政
法
関
係
に
お
け
る
私
人
の
行
為
論
を
検
討
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
私
人
の
意
思
決
定
が
現
代
行
政
に
お
い
て
占
め
る
意

義
、
す
な
わ
ち
、
権
利
を
創
造
的
に
形
成
・
具
体
化
す
る
と
い

う
意
思
表
示
の
一
般
的
構
造
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
自
己
決
定
的
、
自
己
責
任
的
人
格
の
意
思
表
示
は
、
私

法
的
な
私
的
自
治
の
形
態
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
公
法
領
域

に
お
い
て
も
法
律
関
係
の
形
成
の
手
段
と
な
り
う
る
も
の
と
考

　
　
（
6
7
）

え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
申
請
等
私
人
の
行
為
は
、
行
政
手
続
の
内
に
統
合

さ
れ
、
公
権
力
と
私
人
と
の
基
本
的
関
係
が
検
討
課
題
と
な
る

点
に
お
い
て
、
私
法
上
の
意
思
表
示
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
自
由
主
義
国
家
で
は
、
私
人
の
意
思
決
定
に
最
犬
限
の
尊
重

が
払
わ
れ
る
が
、
一
方
で
、
私
人
の
意
思
形
成
の
過
程
で
の
障

害
に
公
権
力
が
無
関
心
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
杜
会
国
家
原
理
に
反

　
　
　
　
　
（
6
8
）

す
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
「
複
雑
な
法
令
の
中
で
は
、
専
門
家

の
説
明
が
な
け
れ
ぱ
、
そ
の
内
容
や
相
互
関
連
性
を
認
識
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
9
〕

な
い
の
で
あ
り
、
市
民
は
危
険
な
状
態
に
置
か
れ
る
」
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
民
法
学
に
お
け
る
理
論
の
転
用
を
追
求
す
る
と
い
う
従
来
の

議
論
の
下
で
は
、
私
人
の
意
思
決
定
の
過
程
に
お
い
て
、
公
権

力
が
い
か
な
る
関
与
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
論
点
が
欠
落
せ
ざ

る
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
行
政
手
続
の
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
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る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、

公
法
的
問
題
解
決
を
探
る
と
い
う
理
論
の
傾
向
を
着
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
民
法
適
用
論
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き

た
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

再
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
6
7
）
　
く
牲
．
～
9
R
＞
篶
目
9
ミ
昌
o
目
ω
旨
叫
目
o
目
o
＝
〕
9

　
　
勺
鵯
『
一
①
－
，
四
目
匝
－
＝
5
胴
①
目
－
目
－
N
－
く
－
O
『
O
N
①
匝
、
］
．
o
①
O
o
－
ω
．
ω
司
1

　
（
6
8
）
｝
寄
昌
ω
P
奉
昌
8
竃
彗
胴
〇
一
σ
色
邑
暮
葦
≡
①
q
ω
・

　
　
げ
＆
豪
冒
o
目
8
　
＜
雪
ξ
巴
g
目
o
q
窒
ζ
昌
　
E
箏
o
　
α
弐
①
暮
＝
争
－

　
　
記
｝
2
｝
昌
＜
o
ユ
冨
潟
p
旨
ω
岩
s
一
ω
．
§
①
．

（
6
9
）
呂
乍
ζ
ユ
；
o
．
戸
岩
8
』
＜
｝
一
．
8
＼
竃
9
ξ
ミ
8
＼

　
　
崖
宣
．

（
7
0
）
　
行
政
手
続
と
の
関
連
で
は
、
青
木
康
「
私
人
の
公
法
行
為

　
に
対
す
る
行
政
手
続
法
的
考
察
」
司
法
研
修
所
創
立
二
〇
周
年

記
念
論
文
集
二
巻
民
事
編
二
（
一
九
六
八
）
所
収
が
先
駆
的
研

究
で
あ
り
、
ま
た
、
新
井
教
授
も
、
従
来
の
判
例
・
学
説
が
「
民

法
の
法
理
の
適
用
の
肯
否
の
み
を
論
じ
て
い
た
こ
と
に
は
、
反

省
を
う
な
が
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
新
井
隆
一

「
錯
誤
に
よ
る
私
人
の
公
法
法
行
為
」
行
政
法
の
争
点
（
新
版
）

　
（
一
九
九
〇
）
四
八
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
犬
学
院
博
士
課
程
）
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